
 

2
 

新
潟
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を

こ
こ

に
公

布
す

る
。

 

平
成
2
9
年
７
月
1
8
日
 

新
潟
県
知
事
 
 

米
 

山
 

 
隆

 
一

 

新
潟
県
規
則
第
3
5
号
 

新
潟
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規

則
 

第
１
条
 
新
潟
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
4
0
年

新
潟

県
規

則
第

3
8
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

次
の
表
の
改
正
後
の
欄
中
項
の
表
示
に
下
線
が
引
か

れ
た

項
（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
移

動
後

項
」

と
い

う
｡
)
に

対
応
す
る
同
表
の
改
正
前
の
欄
中
項
の
表
示
に
下
線
が
引
か
れ
た
項
（

以
下

こ

の
条
に
お
い
て
「
移
動
項
」
と
い
う
｡
)
が
存
在
す
る

場
合

に
は
当

該
移

動
項

を
当

該
移

動
後

項
と

し
、

移
動

後
項

に
対

応
す
る
移
動
項
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
当
該
移
動
後
項
（
以
下
こ

の
条

に
お

い
て
「
追
加
項
」
と
い
う
｡
)
を
加
え
る
。
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
中
別
記
様
式
の
表
示
に
下

線
が

引
か

れ
た

別
記

様
式

を
削

り
、

同
表

の
改

正
後

の
欄

中
別

記
様

式
の
表
示
に
下
線
が
引
か
れ
た
別
記
様
式
を
加
え
る
。
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
中
下
線
が
引
か
れ
た
部
分

（
項

の
表

示
及

び
別

記
様

式
の

表
示

を
除

く
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
「
改
正
部
分
」
と
い
う
｡
)
に
対
応
す
る
同
表
の
改
正
後
の
欄
中
下
線
が

引

か
れ
た
部
分
（
項
の
表
示
、
追
加
項
及
び
別
記
様
式
の

表
示

を
除

く
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
「

改
正

後
部

分
」

と
い

う
｡
)
が
存
在
す
る
場
合
に
は
当
該
改
正
部
分
を
当
該
改
正
後
部
分
に

改
め

、
改

正
部
分
に
対
応
す
る
改
正
後
部
分
が
存
在
し
な
い
場
合

に
は

当
該

改
正

部
分

を
削

り
、

改
正

後
部

分
に

対
応

す
る

改
正

部
分

が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
当
該
改
正
後
部
分
を
加
え
る
。
 

次
の
表
の
改
正
後
の
欄
の
表
中
太
線
で
囲
ま
れ
た

部
分

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
改

正
後

表
」

と
い

う
｡
)
に
対

応
す

る
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
の
表
中
太
線
で
囲
ま
れ
た
部
分
（
以
下
こ

の
条

に

お
い
て
「
改
正
表
」
と
い
う
｡
)が

存
在
す
る
場
合
に

は
当

該
改
正

表
を

当
該

改
正

後
表

に
改

め
、

改
正

後
表

に
対

応
す

る
改
正
表
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
当
該
改
正
後
表
を
加
え
る
。
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
入
居
の
申
込
み
）
 

第
３
条

 
（

略
）

 

２
 
（
略
）
 

３
 
前
項

の
規

定
に
か
か

わ
ら

ず
、
知
事

が
行

政
手

続
に

お
け

る
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
た

め
の
番
号

の
利

用
等
に
関

す
る

法
律
（
平

成
2
5
年
法

律
第

2
7
号

。
以

下
「

番
号

利
用

法
」

と

い
う
｡
)
第
９
条

第
２
項
の

規
定

に
基
づ
く

条
例

の
規

定
に

よ
り

前
項

各
号

に
掲

げ
る

書
類

と

同
一
の
内

容
を

含
む
特
定

個
人

情
報
（
番

号
利

用
法

第
２

条
第

８
項

に
規

定
す

る
特

定
個

人

情
報
を
い

う
。

以
下
同
じ

｡
)
を

利
用
す
る

こ
と

が
で

き
る

と
き

、
又

は
番

号
利

用
法

第
2
2
条

第
１
項
の

規
定

に
よ
り
当

該
書

類
と
同
一

の
内

容
を

含
む

特
定

個
人

情
報

の
提

供
を

受
け

る

こ
と
が
で

き
る

と
き
は
、

当
該

内
容
が
記

載
さ

れ
た

書
類

の
添

付
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き

る
。
こ
の

場
合

に
お
い
て

、
前

項
第
３
号

に
掲

げ
る

書
類

の
添

付
を

省
略

す
る

と
き

は
、

別

記
第
４
号
様
式
に
よ
る
同
意
書
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

４
 
（
略
）
 

 

（
同
居
の
承
認
）
 

第
1
2
条

 
（

略
）

 

２
 
前
項

の
規

定
に
か
か

わ
ら

ず
、
知
事

が
番

号
利

用
法

第
９

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

く
条

（
入

居
の

申
込
み

）
 

第
３

条
 
（

略
）

 

２
 
（

略
）
 

         ３
 
（

略
）
 

 

（
同

居
の

承
認
）

 

第
1
2
条

 
（

略
）
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例
の
規
定

に
よ

り
前
項
各

号
に

掲
げ
る
書

類
と

同
一

の
内

容
を

含
む

特
定

個
人

情
報

を
利

用

す
る
こ
と

が
で

き
る
と
き

、
又

は
番
号
利

用
法

第
2
2
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
当

該
書

類
と

同
一
の
内

容
を

含
む
特
定

個
人

情
報
の
提

供
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
と

き
は

、
当

該
内

容

が
記
載
さ

れ
た

書
類
の
添

付
を

省
略
す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

前
項

第

２
号
に
掲

げ
る

書
類
の
添

付
を

省
略
す
る

と
き

は
、

別
記

第
４

号
様

式
に

よ
る

同
意

書
を

添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
知
事

は
、

第
１
項
の

承
認

を
す
る
場

合
は

、
当
該

入
居

者
に

対
し

、
そ

の
旨

を
通

知
す

る

も
の
と
す
る
。
 

 

（
入
居
の
承
継
）
 

第
1
4
条

 
条
例

第
1
4
条
の

規
定

に
よ
る
入

居
の

承
継
の

承
認

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

、
別

記

第
1
8
号
様

式
に

よ
る
県
営

住
宅

入
居
（
駐

車
場

使
用

）
承

継
承

認
申

請
書

に
次

に
掲

げ
る

書

類
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
 

 
(
1
)
～

(
4
)
 
（
略
）
 

２
 
前
項

の
規

定
に
か
か

わ
ら

ず
、
知
事

が
番

号
利
用

法
第

９
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

条

例
の
規
定

に
よ

り
前
項
各

号
に

掲
げ
る
書

類
と

同
一

の
内

容
を

含
む

特
定

個
人

情
報

を
利

用

す
る
こ
と

が
で

き
る
と
き

、
又

は
番
号
利

用
法

第
2
2
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
当

該
書

類
と

同
一
の
内

容
を

含
む
特
定

個
人

情
報
の
提

供
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
と

き
は

、
当

該
内

容

が
記
載
さ

れ
た

書
類
の
添

付
を

省
略
す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

前
項

第

３
号
に
掲

げ
る

書
類
の
添

付
を

省
略
す
る

と
き

は
、

別
記

第
４

号
様

式
に

よ
る

同
意

書
を

添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
知
事

は
、

第
１
項
の

承
認

を
す
る
場

合
は

、
申
請

者
に

対
し

、
承

認
書

を
交

付
す

る
も

の

と
す
る
。
 

４
 
第
１

項
の

承
認
を
受

け
た

者
は
、
条

例
第

1
2
条

第
１

項
第

１
号

に
規

定
す

る
請

け
書

を
知

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
収
入
の
申
告
等
）
 

第
1
6
条

 
条
例

第
1
6
条
第

１
項

の
規
定
に

よ
る

収
入

の
申

告
は

、
知

事
が

別
に

定
め

る
日

ま
で

に
、
別
記

第
2
1
号
様
式
に

よ
る

県
営
住
宅

入
居

者
収

入
申

告
書

に
、

次
に

掲
げ

る
書

類
を

添

え
て
行
わ

な
け

れ
ば
な
ら

な
い

。
た
だ
し

、
知

事
が

番
号

利
用

法
第

９
条

第
２

項
の

規
定

に

基
づ
く
条

例
の

規
定
に
よ

り
当

該
書
類
と

同
一

の
内

容
を

含
む

特
定

個
人

情
報

を
利

用
す

る

こ
と
が
で

き
る

と
き
、
又

は
番

号
利
用
法

第
2
2
条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

当
該

書
類

と
同

一

の
内
容
を

含
む

特
定
個
人

情
報

の
提
供
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
と

き
は

、
当

該
内

容
が

記

      ２
 
知

事
は

、
前

項
の

承
認
を

す
る
場
合

は
、

当
該
入
居

者
に

対
し
、
そ

の
旨

を
通
知
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 

（
入

居
の

承
継
）

 

第
1
4
条

 
条

例
第

1
4
条

の
規
定

に
よ
る
入

居
の

承
継
を
受

け
よ

う
と
す
る

者
は

、
別
記
第
1
8
号

様
式

に
よ

る
県

営
住

宅
入
居

（
駐
車
場
使
用

）
承
継
承
認
申

請
書
に
次
に
掲

げ
る
書
類
を
添

え
て

知
事

に
提
出

し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(
1
)
～

(
4
)
 
（

略
）

 

       ２
 
知

事
は

、
前

項
の

承
認
を

す
る
場
合

は
、

申
請
者
に

対
し

、
承
認
書

を
交

付
す
る
も

の
と

す
る

。
 

３
 
前

項
の

承
認

を
受

け
た
者

は
、
条
例

第
1
2
条
第
１
項

第
１

号
に
規
定

す
る

請
け
書
を

知
事

に
提

出
し

な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
収

入
の

申
告
等

）
 

第
1
6
条

 
条

例
第

1
6
条

第
１
項

の
規
定
に

よ
る

収
入
の
申

告
は

、
知
事
が

別
に

定
め
る
日

ま
で

に
、

別
記

第
2
1
号

様
式
に
よ

る
県
営
住
宅
入

居
者
収
入
申
告

書
に
、
次
に
掲

げ
る
書
類
を
添

え
て

行
わ

な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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載
さ
れ
た
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

 

(
1
)
・

(
2
)
 

（
略
）
 

 

（
使
用
の
申
込
み
）
 

第
2
9
条

 
条
例

第
5
4
条
第

１
項

の
駐
車
場

の
使

用
の
申

込
み

は
、

別
記

第
4
0
号

様
式

に
よ

る
県

営
住
宅
駐

車
場

使
用
申
込

書
に

次
に
掲
げ

る
書

類
を

添
え

て
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た

だ
し
、
知

事
が

番
号
利
用

法
第

９
条
第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

条
例

の
規

定
に

よ
り

当
該

書

類
と
同
一

の
内

容
を
含
む

特
定

個
人
情
報

を
利

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
と

き
、

又
は

番
号

利

用
法
第
2
2
条
第

１
項
の
規

定
に

よ
り
当
該

書
類

と
同

一
の

内
容

を
含

む
特

定
個

人
情

報
の

提

供
を
受
け

る
こ

と
が
で
き

る
と

き
は
、
当

該
内

容
が

記
載

さ
れ

た
書

類
の

添
付

を
省

略
す

る

こ
と
が
で
き
る
。

 

(
1
)
～

(
4
)
 

（
略
）
 

  
（
準
用
）
 

第
3
9
条
 

第
９

条
、
第
1
4
条
、

第
2
0
条
、

第
2
1
条
及
び

第
2
4
条

の
規

定
は

、
駐

車
場

の
使

用
に

つ
い
て
準

用
す

る
。
こ
の

場
合

に
お
い
て

、
第

９
条

、
第

1
4
条

第
１

項
及

び
第

2
1
条

第
２

項

中
「
入
居

者
」

と
あ
る
の

は
「

駐
車
場
使

用
者

」
と

、
第

９
条

第
１

項
及

び
第

1
4
条

第
４

項

中
「
第
1
2
条
第
１
項
第
１
号
」
と
あ
る
の
は
「
第

5
5
条

第
１

項
」

と
、

第
９

条
第

２
項

中
｢
、

住
民
票
の

写
し

及
び
収
入

額
を

証
す
る
書

類
」

と
あ

る
の

は
「

及
び

住
民

票
の

写
し

」
と

、

第
1
4
条
第

１
項

中
「
第
1
4
条
」

と
あ
る
の

は
「

第
5
9
条

に
お

い
て

準
用

す
る

第
1
4
条

」
と

、

第
1
4
条
第

１
項

第
３
号
中

「
申

請
者
に
係

る
知

事
が

指
定

す
る

期
間

に
係

る
収

入
額

を
証

す

る
書
類
」

と
あ

る
の
は
「

当
該

駐
車
場
に

駐
車

す
る

自
動

車
の

自
動

車
検

査
証

の
写

し
及

び

申
請
者
の
運
転
免
許
証
の
写
し
」
と
読
み
替
え
る

も
の

と
す

る
。

 

  
（
事
務
処
理
の
特
例
）
 

第
4
1
条
 

条
例
第
6
2
条
第
6
4
号
の
規
則
で
定
め
る
事

務
は

、
次
に

掲
げ

る
と

お
り

と
す

る
。
 

 
(
1
)
～

(
4
)
 
（
略
）
 

(
5
)
 
第
1
4
条

第
４
項
（
第
2
8
条

及
び
第
3
9
条
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

｡
)
に

規
定

す

る
請
け
書
の
受
理
 

 
(
6
)
～
(
1
1
) 

（
略
）

 

 

（
管
理
の
特
例
）
 

第
4
2
条

 
条
例

第
6
3
条
第

１
項

の
規
定
に

よ
り

新
潟
県

住
宅

供
給

公
社

に
県

営
住

宅
及

び
共

同

  
(
1
)
・

(
2
)
 
（

略
）

 

 

（
使

用
の

申
込
み

）
 

第
2
9
条

 
条

例
第

5
4
条

第
１
項

の
駐
車
場

の
使

用
の
申
込

み
は

、
別
記
第
4
0
号

様
式
に
よ

る
県

営
住

宅
駐

車
場
使

用
申
込
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

     

(
1
)
～

(
4
)
 
（
略

）
 

  
（

準
用

）
 

第
3
9
条

 
第

９
条

、
第

1
4
条
、

第
2
0
条
、

第
2
1
条
及
び
第
2
4
条

の
規
定
は

、
駐

車
場
の
使

用
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お
い
て

、
第

９
条
、
第
1
4
条

第
１
項
及

び
第

2
1
条
第
２
項

中
「

入
居

者
」

と
あ

る
の

は
「

駐
車
場
使

用
者

」
と
、
第

９
条

第
１
項
及

び
第

1
4
条
第
３
項

中
「

第
1
2
条

第
１

項
第
１
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
5
5
条
第
１
項
」
と
、
第
９
条
第
２
項
中
｢
、

住
民

票
の

写
し

及
び

収
入

額
を

証
す
る
書

類
」

と
あ
る
の

は
「

及
び
住
民

票
の

写
し
」
と
、

第
1
4
条

第
１

項
中

「
第

1
4
条
」

と
あ
る
の

は
「

第
5
9
条
に

お
い

て
準
用
す

る
第

1
4
条
」
と
、

第
1
4
条

第
１

項
第

３
号

中
「
申

請
者
に
係

る
知

事
が
指
定

す
る

期
間
に
係

る
収

入
額
を
証
す

る
書

類
」

と
あ

る
の

は
「

当
該

駐
車
場
に

駐
車

す
る
自
動

車
の

自
動
車
検

査
証

の
写
し
及
び

申
請

者
の

運
転
免

許
証

の
写
し
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

  
（

事
務

処
理
の

特
例

）
 

第
4
1
条

 
条

例
第

6
2
条

第
6
4
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

 
(
1
)
～

(
4
)
 
（

略
）

 

(
5
)
 
第

1
4
条

第
３

項
（
第
2
8
条

及
び
第
3
9
条
に

お
い
て
準

用
す

る
場
合
を

含
む

｡
)
に
規

定
す

る
請

け
書

の
受
理

 

 
(
6
)
～

(
1
1
) 

（
略

）
 

 

（
管

理
の

特
例
）

 

第
4
2
条

 
条

例
第

6
3
条

第
１
項

の
規
定
に

よ
り

新
潟
県
住

宅
供

給
公
社
に

県
営

住
宅
及
び

共
同
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施
設
の
管
理
を

行
わ
せ
る
場
合

（
以
下
「
新
潟

県
住

宅
供

給
公

社
に

よ
る

管
理

の
場

合
」
と

い
う
｡
)
に
お
け

る
第
１
条
の
1
5
第
３
項
及
び
第

４
項

、
第

２
条

第
２

項
、

第
３

条
第

１
項
か

ら
第
３
項
ま
で

、
第
６
条
第
７

号
、
第
７
条
第

５
項

、
第

９
条

第
１

項
、

第
３

項
及

び
第
４

項
、
第

1
0
条
、
第
1
1
条
第
２
項
、
第
1
2
条
か
ら
第

1
4
条

ま
で

、
第

1
6
条

た
だ

し
書

、
第

1
9
条

、

第
2
1
条
、
第
2
2
条
、
第
2
9
条
、

第
3
2
条
第
２
項

、
第

3
4
条

、
第

3
7
条

並
び

に
第

3
9
条

の
規
定

の
適
用
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ら

の
規
定
中
「
知

事
」

と
あ

る
の

は
､
｢
新

潟
県

住
宅

供
給

公
社

理
事
長
」
と
す
る
。
 

２
 
新
潟

県
住

宅
供
給
公

社
に

よ
る
管
理

の
場

合
に
お

け
る

別
記

第
１

号
様

式
、

別
記

第
２

号

様
式
、
別

記
第

４
号
様
式

、
別

記
第
６
号

様
式

か
ら

別
記

第
８

号
様

式
ま

で
、

別
記

第
1
0
号

様
式
、
別

記
第

1
1
号
様
式

、
別

記
第
1
4
号

様
式

、
別

記
第

1
5
号

様
式

、
別

記
第

1
7
号

様
式

、

別
記
第
1
8
号
様

式
、
別
記

第
2
8
号
様
式
、

別
記

第
3
0
号

様
式

、
別

記
第

3
2
号

様
式

、
別

記
第

3
8
号

様
式

、
別

記
第
4
0
号

様
式

、
別
記
第
4
2
号

様
式

及
び

別
記

第
4
3
号

様
式

の
規

定
の

適
用

に
つ
い
て

は
、

こ
れ
ら
の

規
定

中
「
新
潟

県
知

事
」

と
あ

る
の

は
､
｢
新

潟
県

住
宅

供
給

公
社

理
事
長
」
と
す
る
。
 

３
 
（
略
）
 

 別
記
 

第
１
号
様
式

（
第
３
条
関
係
）
 

県
営
住
宅
入
居
申

込
書

 

 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
続 柄

ふ
り
が
な

氏
 
 
 
名

生
年
月
日
 

（
年
齢
）
 
職

業
勤

 
務

 
先
 

所
 
在

 
地
 

年
間

所
得

額
（

円
）

控
除

名

（
控

除
額

円
）

 

本 人

 
・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
 

 

（
 

 
）

 個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同

 

 同 居

 
・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
 

 

（
 

 
）

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

施
設

の
管

理
を

行
わ

せ
る
場
合

（
以
下
「
新
潟

県
住
宅
供
給
公

社
に
よ
る
管
理

の
場
合
」
と

い
う

｡
)
に

お
け

る
第

１
条
の
1
5
第
３
項
及
び
第

４
項
、
第
２
条

第
２
項
、
第
３

条
第
１
項
及

び
第

２
項

、
第

６
条

第
７
号
、

第
７
条
第
５
項

、
第
９
条
第
１

項
、
第
３
項
及

び
第
４
項
、

第
1
0
条

、
第

1
1
条

第
２
項
、
第

1
2
条
か
ら
第
1
4
条
ま
で
、
第
1
9
条
、
第
2
1
条
、

第
2
2
条
、
第

2
9
条

第
４

号
、

第
3
2
条
第
２
項

、
第
3
4
条
、
第

3
7
条
並
び
に
第

3
9
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い

て
は

、
こ

れ
ら

の
規

定
中
「
知

事
」
と
あ
る
の

は
､
｢
新
潟
県
住

宅
供
給
公
社
理

事
長
」
と
す

る
。
 

２
 
新

潟
県

住
宅

供
給

公
社
に

よ
る
管
理

の
場

合
に
お
け

る
別

記
第
１
号

様
式

、
別
記
第

２
号

様
式

、
別

記
第

６
号

様
式

か
ら

別
記
第
８

号
様

式
ま
で
、

別
記

第
1
0
号
様

式
、

別
記
第
1
1
号

様
式

、
別

記
第

1
4
号

様
式

、
別

記
第
1
5
号

様
式

、
別
記
第
1
7
号

様
式
、
別

記
第

1
8
号
様
式
、

別
記

第
2
8
号

様
式

、
別

記
第
3
0
号
様
式
、

別
記

第
3
2
号
様

式
、

別
記
第
3
8
号
様

式
、
別
記
第

4
0
号

様
式

、
別

記
第

4
2
号

様
式

及
び
別
記

第
4
3
号
様
式
の

規
定

の
適
用
に

つ
い

て
は
、
こ
れ

ら
の

規
定

中
「
新

潟
県

知
事
」
と
あ
る
の
は
､
｢新

潟
県
住
宅
供
給
公
社
理
事
長
」
と
す
る
。
 

 ３
 
（

略
）
 

 別
記

 

第
１

号
様

式
（
第

３
条

関
係
）
 

県
営
住
宅
入
居
申
込
書
 

 
（

略
）

 

（
略

）
 

 
続 柄

 

ふ
り

が
な

氏
 
 
 
名

生
年
月
日

（
年
齢
）

職
業

勤
 
務
 
先
 

所
 
在
 
地
 

年
間
所
得

額
（
円
）

控
除
名
 

（
控
除
額
 

円
）
 

本 人
 

 
・
 
・

（
 
歳
）

 
 

 

（
 
 
）
 

 

同 居 親 族 又 は

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
 

 

（
 
 
）
 

 

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
 

 

（
 
 
）
 

 

 
 

・
 
・
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居

 

親

 

族 又 は

し よ う と す る 親 族
 

 
 

・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
 

 

（
 

 
）

 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
 

 

（
 

 
）

 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 居 外

扶 養 親 族 等
 

 
 

・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
住

所
 

 

（
 

 
）

 

 
 

・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
住

所
 

 

（
 

 
）

 

（
略
）
 

 
注
 
１
・
２
 

（
略
）
 

 
 
 
３

 
新

潟
県
営
住

宅
条

例
施
行
規

則
第

３
条
第

３
項

の
規

定
に

該
当

す
る

場
合

は
、

添

付
書
類

の
１
、
３

及
び

５
（
添
付

書
類

の
５

に
あ

つ
て

は
身

体
障

害
者

若
し

く
は

精

神
障
害

者
で
あ
る

こ
と

を
証
す
る

書
類

又
は

生
活

保
護

法
に

よ
る

被
保

護
者

で
あ

る

こ
と
を
証
す
る
書
類
に
限
る
｡
)の

添
付
を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
（
略
）
 

 第
２
号
様
式

（
第
３
条
関
係
）
 

県
営
住
宅
入
居
申

込
書

 

 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
続

 

柄
 

ふ
り
が
な

氏
 
 
 
名

生
年
月
日
 

（
年
齢
）
 
職

業
勤

 
務

 
先
 

所
 
在

 
地
 

備
 

 
考

 

本
 

人
 

 
・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
 

 

 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 居 し よ う と す る 親 族

 
（
 
歳
）

（
 
 
）
 

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
 

 

（
 
 
）
 

 

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
 

 

（
 
 
）
 

 

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
 

 

（
 
 
）
 

 

同 居 外 扶 養 親 族 等

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
住
所
 

 

（
 
 
）
 

 

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
住
所
 

 

（
 
 
）
 

 

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
住
所
 

 

（
 
 
）
 

 

（
略

）
 

 
注

 
１

・
２
 
（

略
）

 

     
（

略
）

 

 第
２

号
様

式
（
第

３
条

関
係
）
 

県
営
住
宅
入
居
申
込
書
 

 
（

略
）

 

（
略

）
 

 
続

 

柄
 

ふ
り

が
な

氏
 
 
 
名

生
年
月
日

（
年
齢
）

職
業

勤
 
務
 
先
 

所
 
在
 
地
 

備
 
 
考
 

 
本

 

人
 

 
・
 
・

（
 
歳
）

 
 

 

 

同
 

・
 
・

 
 

 



 

7
 

同 居 親 族 等
 

 
 

・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
 

 

 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
 

 

 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
 

 

 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
略
）
 

 
注
 
新

潟
県

営
住
宅
条

例
施

行
規
則
第

３
条

第
３
項

の
規

定
に

該
当

す
る

場
合

は
、

添
付

書

類
の
１
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
（
略
）
 

 第
３
号
様
式

（
第
３
条
関
係
）
 

県
営
住
宅
入
居
申

込
書

 

 
（
略
）
 

（
略
）
 

 
続

 

柄
 

ふ
り
が
な

氏
 
 
 
名

生
年
月
日
 

（
年
齢
）
 
職

業
勤

 
務

 
先
 

所
 
在

 
地
 

備
 

 
考

 

本
 

人
 

 
・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
 

 

 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 居 親 族 等
 

 
 

・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
 

 

 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
 

 

 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
 

 

 

居 親 族 等

（
 
歳
）

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
 

 

 

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
 

 

 

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
 

 

 

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
 

 

 

（
略

）
 

   
（

略
）

 

 第
３

号
様

式
（
第

３
条

関
係
）
 

県
営
住
宅
入
居
申
込
書
 

 
（

略
）

 

（
略

）
 

 
続

 

柄
 

ふ
り

が
な

氏
 
 
 
名

生
年
月
日

（
年
齢
）

職
業

勤
務
先
所
在
地
 

備
 
 
考
 

 
本

 

人
 

 
・
 
・

（
 
歳
）

 
 

 

 

同 居 親 族 等

 
・
 
・

（
 
歳
）

 
 

 

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
 

 

 

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
 

 

 

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
 

 

 

 
 

・
 

・
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個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
注
 
新

潟
県

営
住
宅
条

例
施

行
規
則
第

３
条

第
３
項

の
規

定
に

該
当

す
る

場
合

は
、

添
付

書

類
の
１
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
（
略
）
 

 第
５
号
様
式

 
削
除

 

   第
1
5
号
様
式

（
第
1
2
条
関
係
）
 

県
営
住
宅
同
居
承

認
申

請
書
 

 
（

略
）
 

（
略
）
 

 

続
 

柄
 

ふ
り
が
な

氏
 
 
 
名

生
年
月
日
 

（
年
齢
）
 
職

業
勤

 
務

 
先
 

所
 
在

 
地
 

年
間

所
得

額
（

円
）

同
居

希
望

日
 

控
除

名

（
控

除
額

円
）

同 居 希 望 者
 

 

 
・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
 

年

月
 

日
（

 
 

）
 個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
 

年

月
 

日
（

 
 

）
 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

現 在 の 入 居 者 及 び 同

本 人
 

・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
 

 

（
 

 
）

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
 

 

（
 

 
）

 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
 

 

（
 

 
）

 

 
（
 

歳
）

   
（

略
）

 

   第
４

号
様

式
及
び

第
５

号
様
式
 
削
除

 

 第
1
5
号

様
式
（
第

1
2
条

関
係
）
 

県
営
住
宅
同
居
承
認
申
請
書
 

 
（

略
）

 

（
略

）
 

 

続
 

柄
 

ふ
り

が
な

氏
 
 
 
名

生
年
月
日

（
年
齢
）

職
業

勤
 
務
 
先
 

所
 
在
 
地
 

年
間
所
得

額
（
円
）

同
居
希
望

日
 

控
除
名
 

（
控
除
額
 

円
）
 

同 居 希 望 者

 

 
・
 
・

（
 
歳
）

 
 

年

月
 
日

（
 
 
）
 

 

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
 

年

月
 
日

（
 
 
）
 

 

現 在 の 入 居 者 及 び 同

本 人
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
 

 

（
 
 
）
 

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
 

 

（
 
 
）
 

 

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
 

 

（
 
 
）
 

 

 
 

・
 
・
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居 者
 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 居 外 扶 養 親 族 等
 

 
 

・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
住

所
 

 

（
 

 
）

 

 
 

・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
住

所
 

 

（
 

 
）

 

 
 

・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
住

所
 

 

（
 

 
）

 

（
略
）
 

 
注
 
１
・
２
 

（
略
）
 

 
 
 
３

 
新

潟
県
営
住

宅
条

例
施
行
規

則
第

1
2
条

第
２

項
の

規
定

に
該

当
す

る
場

合
は

、
添

付
書
類

の
２
及
び

３
（

添
付
書
類

の
３

に
あ

つ
て

は
身

体
障

害
者

又
は

精
神

障
害

者

で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
に
限
る
｡
)
の
添

付
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
添
付
書
類
 

 
 
１
・
２
 
（
略
）
 

 
 
３
 
条
例
第
６
条
第
１
項
第
２
号
ア
に
該
当
す
る

場
合

は
、

そ
の

事
実

を
証

す
る

書
類
 

 
 
４

 
（

略
）
 

 第
1
8
号
様
式

（
第
1
4
条
関
係
）
 

県
営
住
宅
入
居
（
駐
車
場
使
用
）

承
継

承
認

申
請

書
 

 
（
略
）
 

（
略
）
 

続
柄
 

ふ
り
が
な

氏
 
 
 
名

生
年
月
日
 

（
年
齢
）
 
職

業
勤

 
務

 
先
 

所
 
在

 
地
 

年
間

所
得

額
（

円
）

控
除

名

（
控

除
額

円
）

 

新
入
居
者

（
駐
車
場

使
用
者
）

 
・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
 

 

（
 

 
）

 個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 居

 
・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
 

 

（
 

 
）

居 者
 

（
 
歳
）

（
 
 
）
 

同 居 外 扶 養 親 族 等

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
住
所
 

 

（
 
 
）
 

 

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
住
所
 

 

（
 
 
）
 

 

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
住
所
 

 

（
 
 
）
 

 

（
略

）
 

 
注

 
１

・
２
 
（

略
）

 

 
 

 
 

   
添

付
書

類
 

 
 
１

・
２

 
（

略
）

 

 
 

 

 
 

３
 

（
略
）
 

 第
1
8
号

様
式
（
第

1
4
条

関
係
）
 

県
営

住
宅
入
居
（
駐
車
場
使
用
）
承
継
承
認
申
請
書
 

 
（

略
）

 

（
略

）
 

続
柄

 
ふ

り
が

な

氏
 
 
 
名

生
年
月
日

（
年
齢
）

職
業

勤
 
務
 
先
 

所
 
在
 
地
 

年
間
所
得

額
（
円
）

控
除
名
 

（
控
除
額
 

円
）
 

新
入

居
者

（
駐

車
場

使
用

者
）

 

 
・
 
・

（
 
歳
）

 
 

 

（
 
 
）
 

 

同 居 者

 
・
 
・

（
 
歳
）

 
 

 

（
 
 
）
 

 
 

・
 
・

 
 

 
 



 

1
0
 

者
 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
 

 

（
 

 
）

 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
 

 

（
 

 
）

 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 居 外 扶 養 親 族 等
 

 
 

・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
住

所
 

 

（
 

 
）

 

 
 

・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
住

所
 

 

（
 

 
）

 

 
 

・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
住

所
 

 

（
 

 
）

 

（
略
）
 

 
注
 
１
～
３
 

（
略
）
 

 
 
 
４

 
新

潟
県
営
住

宅
条

例
施
行
規

則
第

1
4
条

第
２

項
の

規
定

に
該

当
す

る
場

合
は

、
添

付
書
類
の
３
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が

で
き
る

。
 

 
（
略
）
 

 第
2
1
号
様
式

（
第
1
6
条
関
係
）
 県

営
住
宅
入
居
者
収
入

申
告

書
 

 
（
略
）
 

（
略
）
 

入 居 者 及 び 同 居

続 柄
 

ふ
り
が
な

氏
 
 
 
名

生
年
月
日
 

（
年
齢
）
 
職

業
勤

 
務

 
先
 

所
 
在

 
地
 

年
間

所
得

額
（

円
）

控
除

名

（
控

除
額

円
）

 

本 人
 

 
・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
 

 

（
 

 
）

 個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
・

 
・

 
 

 
 

 

 
（
 
歳
）

（
 
 
）
 

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
 

 

（
 
 
）
 

 

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
 

 

（
 
 
）
 

 

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
 

 

（
 
 
）
 

 

同 居 外 扶 養 親 族 等

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
住
所
 

 

（
 
 
）
 

 

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
住
所
 

 

（
 
 
）
 

 

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
住
所
 

 

（
 
 
）
 

 

（
略

）
 

 
注

 
１

～
３
 
（

略
）

 

   
（

略
）

 

 第
2
1
号

様
式
（
第

1
6
条

関
係
）
 県

営
住
宅
入
居
者
収
入
申
告
書
 

 
（

略
）

 

（
略

）
 

入 居 者 及 び 同 居

続 柄
 

ふ
り

が
な

氏
 
 
 
名

生
年
月
日

（
年
齢
）

職
業

勤
 
務
 
先
 

所
 
在
 
地
 

年
間
所
得

額
（
円
）

控
除
名
 

（
控
除
額
 

円
）
 

本 人
 

 
・
 
・

（
 
歳
）

 
 

 

（
 
 
）
 

 

 
・
 
・

 
 

 
 



 

1
1
 

者
 

（
 

歳
）
 

（
 
 
）

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
 

 

（
 

 
）

 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
 

 

（
 

 
）

 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
 

 

（
 

 
）

 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
 

 

（
 

 
）

 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 居 外 扶 養 親 族 等
 

 
 

・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
住

所
 

 

（
 

 
）

 

 
 

・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
住

所
 

 

（
 

 
）

 

 
 

・
 

・
 

（
 

歳
）
 

 
住

所
 

 

（
 

 
）

 

（
略
）
 

 
注
 
１
・
２
 

（
略
）
 

 
 
 
３

 
新

潟
県
営
住

宅
条

例
施
行
規

則
第

1
6
条

た
だ

し
書

の
規

定
に

該
当

す
る

場
合

は
、

添
付
書

類
の
１
及

び
２

（
添
付
書

類
の

２
に

あ
つ

て
は

身
体

障
害

者
又

は
精

神
障

害

者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
に
限
る
｡
)
の

添
付

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
（
略
）
 

 第
2
3
号
様
式

（
第
1
7
条
関
係
）
 

県
営
住
宅
入
居
者
収
入
認

定
意
見

申
述

書
 

 
（

略
）
 

氏
名

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

者
（
 
歳
）

（
 
 
）
 

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
 

 

（
 
 
）
 

 

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
 

 

（
 
 
）
 

 

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
 

 

（
 
 
）
 

 

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
 

 

（
 
 
）
 

 

同 居 外 扶 養 親 族 等

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
住
所
 

 

（
 
 
）
 

 

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
住
所
 

 

（
 
 
）
 

 

 
 

・
 
・

（
 
歳
）

 
住
所
 

 

（
 
 
）
 

 

（
略

）
 

 
注

 
１

・
２
 
（

略
）

 

 
 

 
 

   
（

略
）

 

 第
2
3
号

様
式
（
第

1
7
条

関
係
）
 

県
営
住
宅
入
居
者
収
入
認
定
意
見
申
述
書
 

 
（

略
）

 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1
2
 

個
人
番
号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
略
）

 

 第
2
6
号
様
式

（
第
1
8
条
関
係
）
 

県
営
住
宅
家
賃
（
延
滞
金
・
敷
金
）
減

免
（

徴
収

猶
予

）
申

請
書

 

 
（
略
）
 

（
略
）
 

入 居 者 及 び 同 居 親 族
 

続 柄
 

氏
 

名
生

年
月

日
 

職
業
 

勤
務

先
・

所

在
地

 

年
間

所

得
 

控
除

額
摘

要

本 人
 

 
・
 
・
 

 
 

 
 

 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 
・
 

 
 

 
 

 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 
・
 

 
 

 
 

 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 
・
 

 
 

 
 

 

個
人
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 居 外

扶 養 親 族 等
 

 
・
 

・
 

 
住
所
 

 
 

 

 
・
 

・
 

 
住

所
 

 
 

 

 
・
 

・
 

 
住

所
 

 
 

 

（
略
）
 

 
（
略
）
 

 第
3
6
号
様
式

（
第
2
3
条
関
係
）
 

県
営
住
宅
収
入
超
過
者
（
高
額
所
得

者
）

認
定
意

見
申

述
書
 

 
（
略
）
 

氏
名

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

個
人
番
号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
略
）

 

   
（

略
）

 

 第
2
6
号

様
式
（
第

1
8
条

関
係
）
 

県
営

住
宅

家
賃
（
延
滞
金
・
敷
金
）
減
免
（
徴
収
猶
予
）
申
請
書
 

 
（

略
）

 

（
略

）
 

入 居 者 及 び 同 居 親 族

続 柄
 

氏
 
名

生
年

月

日
 

職
業
 

勤
務

先
・

所

在
地
 

年
間

所

得
 

控
除
額
 
摘
要

本 人
 

 
・
 
・

 
 

 
 

 

 
 

・
 
・

 
 

 
 

 

 
 

・
 
・

 
 

 
 

 

 
 

・
 
・

 
 

 
 

 

同 居 外 扶 養 親 族

 
・

 
・

 
住

所
 

 
 

 

 
・

 
・

 
住

所
 

 
 

 

 
・

 
・

 
住

所
 

 
 

 

 
・

 
・

 
住

所
 

 
 

 

（
略

）
 

 
（

略
）

 

 第
3
6
号

様
式
（
第

2
3
条

関
係
）
 

県
営

住
宅
収
入
超
過
者
（
高
額
所
得
者
）
認
定
意
見
申
述
書
 

 
（

略
）

 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
（

略
）

 



 

1
3
 

 第
4
0
号
様
式

（
第
2
9
条
関
係
）
 県

営
住
宅
駐
車
場
使
用

申
込

書
 

 
（
略
）
 

氏
名

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

個
人
番
号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
略
）

 

 
注
 
１
 
「
駐
車
場
に
困
窮
す
る
実
情
」
欄
は
、
該

当
す

る
番

号
を

〇
で

囲
む

こ
と

。
 

 
 
 
２

 
新

潟
県
営
住

宅
条

例
施
行
規

則
第

2
9
条

た
だ

し
書

の
規

定
に

該
当

す
る

場
合

は
、

添
付
書
類
の

３
（
身
体
障
害

者
又
は
精
神
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

証
す

る
書

類
に

限

る
｡
)
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

  
（
略
）
 

 第
4
4
号
様
式

（
第
3
6
条
関
係
）
 

県
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料
減
免
（

徴
収

猶
予

）
申

請
書

 

 
（
略
）
 

氏
名

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

個
人
番
号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
略
）

 

 第
4
0
号

様
式
（
第

2
9
条

関
係
）
 県

営
住
宅
駐
車
場
使
用
申
込
書
 

 
（

略
）

 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
（

略
）

 

     
注

 
「

駐
車
場

に
困

窮
す
る
実
情
」
欄
は
、
該
当
す
る
番
号
を
〇
で
囲
む
こ
と

。
 

 
（

略
）

 

 第
4
4
号

様
式
（
第

3
6
条

関
係
）
 

県
営

住
宅
駐
車
場
使
用
料
減
免
（
徴
収
猶
予
）
申
請
書
 

 
（

略
）

 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
（

略
）

 

第
２
条

 
別

記
第
３
号
様
式
の
次
に
次
の
１
様
式
を
加

え
る

。
 



 

14 

第４号様式（第３条、第 12 条、第 14 条関係） 

 

同 意 書  

  年  月  日 

 新潟県知事    様 

 

 下記の者は、新潟県営住宅条例第９条第１項、第13条第１項又は第14条第１項の規定に基づく事

務手続を処理するために限つて    年度の地方税関係情報について取得することに同意しま

す。 

 なお、本書の複写は無効であり、本書の提出の際の事務処理に限つて同意することを申し添えま

す。 

同 

意 

者 

申請者との続柄  

ふりがな  

氏 名 
 

 

住 所 

 

 

 

同 

意 

者 

申請者との続柄  

ふりがな  

氏 名 
 

 

住 所 

 

 

 

□ 申請者と同じ 

 

 

同 
意 
者 

申請者との続柄  

ふりがな  

氏 名 
 

 

住 所 

 

 

 

□ 申請者と同じ 

 

 

同 

意 

者 

申請者との続柄  

ふりがな  

氏 名 
 

 

住 所 

 

 

 

□ 申請者と同じ 

 

 

同 

意 

者 

申請者との続柄  

ふりがな  

氏 名 
 

 

住 所 

 

 

 

□ 申請者と同じ 

 

 

 

 注 １ 同意者ごとに自ら署名を行うこと。 

   ２  代理人が同意書に署名する場合は、本人からの委任状を添付すること。 

   ３  申請者と同居している者は､｢申請者と同じ」欄の□にレ印を記入することにより「住所」

欄の記入を省略することができる。 

 



 

1
5
 

附
 
則
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 




